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告    示 

令和２年（2020 年）６月那覇市議会定例会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 96 号  

令和２年５月 22 日  

掲 示 済  

 

 

令和２年（2020年）６月那覇市議会定例会の招集について 

 

令和２年（2020年）６月那覇市議会定例会を次のように招集する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 招 集 の 日   令和２年６月１日（月） 

２ 招 集 の 場 所   那覇市議会議場 

 

 
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に

係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する告示について（納税課） 

那覇市告示第 99 号  

令和２年５月 25 日  

掲 示 済  

 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と

認める書類等を定める件の一部を改正する告示について 

 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規

則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を

定める件(平成27年那覇市告示第433号)の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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地縁による団体の告示事項の変更について（まちづくり協働推進課） 

那覇市告示第 102 号  

令和２年５月 26 日  

掲 示 済  

 

 

地縁による団体の告示事項の変更について 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項の認可を受けた地縁による

団体について、同条第11項の規定による告示事項の変更の届出があったので、同条

第10項の規定に基づき次のとおり告示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 名     称       仲井真ハイツ自治会 

 

 

２ 変更があった事項及び内容 

  

代表者の変更 

 

（変更前）    氏名 金城 孝 

        住所  

 

（変更後）    氏名 野原 剛 

                住所  
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那覇市営住宅使用料等徴収業務委託について（市営住宅課） 

那覇市告示第 113 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市営住宅使用料等徴収業務委託について 

 

 

地方自治法施行令第158条第１項及び第２項並びに那覇市会計規則第34条第２項

により、次のとおり委託したので告示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

徴収員氏名 住 所      委 託 期 間         

田中 君枝 
 

 

自 令和２年６月１日 

至 令和３年３月 31日 
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令和元年度下半期那覇市の財政状況の公表（財政課） 

那覇市告示第 118 号  

令和２年６月 15 日  

 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第１項及び地方公営企業

法（昭和27年法律第292号）第40条の２第１項の規定により、令和元年10月

１日から令和２年３月31日までの期間における財政状況及び公営企業の業

務状況を次のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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公    告 

 

開発行為に関する工事の完了について（建築指導課） 

那覇市公告第 82 号  

令和２年６月３日  

掲 示 済  

 

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 36条第２項の規定により、次の開発行

為に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

1 開発許可年月日、許可番号及び指令番号 

令和２年４月 23日 第Ｈ30-06-01号 那覇市指令ま建指第 593号 

2 開発区域に含まれる地域の名称  

那覇市首里石嶺町四丁目 335番８ 

3 公共施設 

なし 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

那覇市首里石嶺町一丁目 53番地２  

社会福祉法人 報徳福祉会 理事長 立津 源德 

5 検査済証番号 

令和２年５月 29日 那ま建指第 69号 

6 工事完了年月日 

令和２年５月 15日 
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保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（法制契約課） 

那覇市公告第 84 号  

令和２年６月３日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的外

利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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上下水道局告示 

 

公共下水道の供用及び下水の処理開始について 

那覇市上下水道局告示第９号  

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

公共下水道の供用及び下水の処理開始について  

 

 

下水道法第９条第１項及び同条第２項の規定に基づき第 74 次の公

共下水道の供用及び下水の処理開始を次のとおり公示する。  

その関係図面は令和２年６月 1 日から 15 日間、那覇市上下水道局上下

水道部下水道課において一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

１  公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日  

令和２年６月１日  

 

２  公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域（汚水）  

首里石嶺町二丁目地内の一部  

 

３  供用を開始する排水施設の位置（汚水）  

   前項に示す区域（別紙図示）  

 

４  供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別  

分流式  

 

５  当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び

名称  

那覇市西３丁目 10 番１号  那覇浄化センタ－   

 

 

 

 

 

 

 

文書の日付と一緒。 

公印をもらったら、上下水道

局庁舎正面入り口前の掲示板

に貼り付け（原本）、２週間告

示をする。 

本庁への公報紙への登載依頼

は総務課の担当者が行う。 

文書の日付と一緒。 

公印をもらったら、上下水道

局庁舎正面入り口前の掲示板

に貼り付け（原本）、２週間告

示をする。 

本庁への公報紙への登載依頼

は総務課の担当者が行う。 
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教育委員会公告 

 

那覇市繁多川公民館指定管理者の指定申請について 

那覇市教育委員会公告第６号  

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市繁多川公民館指定管理者の指定申請について 

 

 

那覇市公民館条例第 19 条の規定により、令和３年４月から那覇市繁多川公民館

の管理運営を行う指定管理者を次のとおり募集します。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

教育長  田 端 一 正  

 

 

１ 名称及び位置 

  那覇市繁多川公民館       那覇市繁多川４丁目１番38号       

  

２ 管理の基準及び業務の範囲 

  那覇市繁多川公民館指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月31日まで(５年間) 

 

４ 応募に関する事項 

（1）応募資格 

指定期間中、那覇市繁多川公民館の管理運営を円滑かつ安定して実施できる法

人その他の団体とします。また、社会教育法及び那覇市の公民館運営目標を十分

に理解し、次に掲げる要件を全て満たすこととします。但し、個人の応募は不可

とします。 

①団体が単独で応募する場合 

ア 本市内に本店（主たる事務所）を有する団体であること。 

②共同企業体で応募する場合 

   ア 代表者及び構成員：本市内に本店（主たる事務所）を有する団体であるこ

と。 

    イ  代表団体を定めたうえで、代表団体及び共同企業体の構成員間で協定を締

結すること。 

ウ 同一団体が異なる複数の共同企業体の構成員になることはできません。 
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（２）欠格事項 

    次に該当する法人等は、申請をすることができません。これらの団体が行っ

た申請は無効とします。共同企業体の場合には、代表等のほか、構成員のいず

れかが次に該当した場合には、当該共同企業体が行った申請は無効とします。 

①市税等の滞納をしている法人等。 

②応募の際、現に本市から一般競争入札等の参加を制限されている法人等。 

③過去１年以内に本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定の取り消し

を受けている法人等。 

  ④会社の更正法及び民事再生法等に基づく手続き中の法人等。 

  ⑤団体の代表者及び役員が破産者又は禁固以上の刑に処せられている 

法人等。 

 ⑥宗教活動及び政治活動を主たる目的とする法人等。 

⑦那覇市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利

益となる活動を行う法人等。 

 

５ 申請の方法 

(１) 那覇市繁多川公民館指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

(２) 募集要項等の配布 

配布期間：令和２年６月１日(月)から令和２年８月３日(月)まで 

(土曜、日曜及び祝日を除く)  

配布時間：午前９時から午後５時まで 

(正午から午後１時までの間を除く) 

配布場所：那覇市教育委員会生涯学習部 生涯学習課 

         (那覇市役所 本庁舎10階) 

所定の様式の電子データについては、那覇市教育委員会生涯学習課ホーム

ページからダウンロードすることもできます。 

(３) 指定申請書の提出方法 持参により下記場所へ提出して下さい。 

    場所：那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所10階 

那覇市教育委員会生涯学習部 生涯学習課 

６ 申請を受付する期間 

(１) 受付期間：令和２年６月１日(月)から令和２年８月３日(月)まで 

                (土曜、日曜及び祝日を除く) 

(２) 受付時間：午前９時から午後５時まで 

（正午から午後１時までの間を除く） 
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７ 説明会及び施設見学会の開催 

   那覇市繁多川公民館の説明会及び施設見学会を開催します。なお、この説明

会に参加しなくても応募することはできます。 

(１) 日  時：令和２年６月11日(木)午前11時から 

(２) 場  所：那覇市繁多川公民館 研修室１ 

        那覇市繁多川４丁目１番38号 

(３) 申込受付：６月８日（月）午後３時までに、問い合わせ先のメールアドレス

へ那覇市繁多川公民館説明会及び施設見学会参加申込書(様式７）

をメール、またはＦＡＸで提出してください。なお、参加人数は

１団体３名までとします。 

 

８ 問い合わせ先 

   那覇市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 

   住所  〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

   電話  098-917-3502 

   FAX   098-917-3521 

      E-mail e-s-sya001@neo.city.naha.okinawa.jp 

 

 

 

 

那覇市若狭公民館指定管理者の指定申請について 

 

那覇市教育委員会公告第７号  

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市若狭公民館指定管理者の指定申請について 

 

 那覇市公民館条例第19条の規定により、令和３年４月から那覇市若狭公民館の管

理運営を行う指定管理者を次のとおり募集します。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

教育長  田 端 一 正  
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１ 名称及び位置 

  那覇市若狭公民館       那覇市若狭２丁目12番１号 

  

２ 管理の基準及び業務の範囲 

  那覇市若狭公民館指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月31日まで(５年間) 

 

４ 応募に関する事項 

（１）応募資格 

指定期間中、那覇市若狭公民館の管理運営を円滑かつ安定して実施できる法

人その他の団体とします。また、社会教育法及び那覇市の公民館運営目標を十

分に理解し、次に掲げる要件を全て満たすこととします。但し、個人の応募は

不可とします。 

①団体が単独で応募する場合 

ア 本市内に本店（主たる事務所）を有する団体であること。 

②共同企業体で応募する場合 

   ア 代表者及び構成員：本市内に本店（主たる事務所）を有する団体であるこ

と。 

    イ  代表団体を定めたうえで、代表団体及び共同企業体の構成員間で協定を締

結すること。 

ウ 同一団体が異なる複数の共同企業体の構成員になることはできません。 

 

（２）欠格事項 

    次に該当する法人等は、申請をすることができません。これらの団体が行っ

た申請は無効とします。共同企業体の場合には、代表等のほか、構成員のいず

れかが次に該当した場合には、当該共同企業体が行った申請は無効とします。 

①市税等の滞納をしている法人等。 

②応募の際、現に本市から一般競争入札等の参加を制限されている法人等。 

③過去１年以内に本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定の取り消し

を受けている法人等。 

  ④会社の更正法及び民事再生法等に基づく手続き中の法人等。 

  ⑤団体の代表者及び役員が破産者又は禁固以上の刑に処せられている法人等。 

 ⑥宗教活動及び政治活動を主たる目的とする法人等。 

  ⑦那覇市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利

益となる活動を行う法人等。 
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５ 申請の方法 

(１) 那覇市若狭公民館指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

(２) 募集要項等の配布 

    配布期間：令和２年６月１日(月)から令和２年８月３日(月)まで 

(土曜、日曜及び祝日を除く)  

    配布時間：午前９時から午後５時まで 

(正午から午後１時までの間を除く) 

    配布場所：那覇市教育委員会生涯学習部 生涯学習課 

         (那覇市役所 本庁舎10階) 

所定の様式の電子データについては、那覇市教育委員会生涯学習課ホーム

ページからダウンロードすることもできます。 

 (３) 指定申請書の提出方法 持参により下記場所へ提出して下さい。 

    場所：那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所10階 

       那覇市教育委員会生涯学習部 生涯学習課 

 

６ 申請を受付する期間 

(１) 受付期間：令和２年６月１日(月)から令和２年８月３日(月)まで 

                (土曜、日曜及び祝日を除く) 

(２) 受付時間：午前９時から午後５時まで 

（正午から午後１時までの間を除く） 

 

７ 説明会及び施設見学会の開催 

   那覇市若狭公民館の説明会及び施設見学会を開催します。なお、この説明会

に参加しなくても応募することはできます。 

(１) 日  時：令和２年６月10日(水)午前11時から 

(２) 場  所：那覇市若狭公民館 研修室1 

        那覇市若狭２丁目12番１号 

(３) 申込受付：６月８日（月）午後３時までに、問い合わせ先のメールアドレス

へ那覇市若狭公民館説明会及び施設見学会参加申込書（様式７）

をメール、またはＦＡＸで提出してください。なお、参加人数は

１団体３名までとします。 

 

８ 問い合わせ先 

   那覇市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 

   住所  〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

   電話  098-917-3502 

   FAX   098-917-3521 

      E-mail e-s-sya001@neo.city.naha.okinawa.jp 
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選挙管理委員会告示 

ポスター掲示場の設置場所について 

 

那覇市選挙管理委員会告示第６号  

令 和 ２ 年 ５ 月 2 8 日  

掲 示 済  

 

 

ポスター掲示場の設置場所について 

 

 

令和２年６月７日執行の沖縄県議会議員一般選挙について、公職選挙法（昭和 25

年法律第 100号）第 144条の２第４項の規定によるポスター掲示場を次のとおり設

置した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  
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直接請求権に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第７号  

令 和 ２ 年 ５ 月 2 8 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定による直接請求、市町村の合併の特例

に関する法律（平成16年法律第59号）の規定による合併協議会設置の請求及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）の規定による解職請

求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。 

 

１ 地方自治法第74条第１項及び同法第75条第１項並びに市町村の合併の特例等に

関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の

総数の50分の１の数 

 

5,187 人 

 

 

２ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項及び同法第５条第15項に規定す

る選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

 

43,224人 

 

 

３ 地方自治法第76条第１項、同法第80条第１項、同法第81条第１項及び同法第86

条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

 

86,448 人 
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投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第８号  

令 和 ２ 年 ５ 月 2 9 日  

掲 示 済  

 

 

投票所について 

 

 

令和２年６月７日沖縄県議会議員一般選挙の投票の場所を次のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７６６号   2020（令和２）年６月15日 

 1050 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７６６号   2020（令和２）年６月15日 

 1051 
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投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第９号  

令 和 ２ 年 ５ 月 2 9 日  

掲 示 済  

 

 

投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

 

 

令和２年６月７日執行の沖縄県議会議員一般選挙における各投票区の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任した。選任者については、別紙の

とおりとする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  
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期日前投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 10 号  

令 和 ２ 年 ５ 月 2 9 日  

掲 示 済  

 

 

期日前投票所について 

 

 

令和２年６月７日執行沖縄県議会議員一般選挙の期日前投票の場所を次のとお

り定める。 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  
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期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び

氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 11 号  

令 和 ２ 年 ５ 月 2 9 日  

掲 示 済  

 

 

期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任

及び氏名等について 

 

 

令和２年６月７日執行の沖縄県議会議員一般選挙の期日前投票所の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任した。  

選任者については、別紙のとおりとする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  
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投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所に

ついて 

那覇市選挙管理委員会告示第 12 号  

令 和 ２ 年 ５ 月 2 9 日  

掲 示 済  

 

 

投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

 

令和２年６月７日執行の沖縄県議会議員一般選挙における氏名等の掲示（投票所

氏名掲示）の順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

 

 

記 

 

１ 日 時  令和２年５月 29日（金） 午後５時 

 

２ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号  那覇市役所本庁舎 12 階 

那覇市選挙管理委員会事務局 
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開票会の場所及び日時について 

那覇市選挙管理委員会告示第 13 号  

令 和 ２ 年 ５ 月 2 9 日  

掲 示 済  

 

 

開票会の場所及び日時について 

 

 

令和２年６月７日執行の沖縄県議会議員一般選挙における開票の場所及び日時

は、次のとおりである。 

 

 

記 

 

 

１ 場 所  那覇市字識名 1227番地 

       那覇市民体育館 メインアリーナ 

 

２ 日 時  令和２年６月７日（日） 午後９時 10 分 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

 

 

 

開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 14 号  

令 和 ２ 年 ５ 月 2 9 日  

掲 示 済  

 

 

開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

 

 

令和２年６月７日執行の沖縄県議会議員一般選挙における開票管理者及びその

職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  
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沖縄県議会議員選挙 

開票区名 
開票管理者 同職務代理者 

氏 名 住 所 氏 名 住 所 

那覇市 日高 清義  高里 良樹  

 

 

 

 

 

開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について 

那覇市選挙管理委員会告示第 15 号  

令 和 ２ 年 ５ 月 2 9 日  

掲 示 済  

 

 

開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について 

 

 

令和２年６月７日執行の沖縄県議会議員一般選挙において、開票立会人として届

出のあった者が 10 人を超える場合又は同一政党その他の政治団体に属する候補者

の届出に係る者が３人以上あるときのくじを行う場所及び日時は、次のとおりであ

る。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

 

 

記 

 

 

１ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番 1号 

那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会事務局 

 

２ 日 時  令和２年６月４日（木）  午後５時 
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投票管理者の氏名等の変更について 

那覇市選挙管理委員会告示第 16 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

投票管理者の氏名等の変更について  

 

 

令和２年６月７日執行の沖縄県議会議員一般選挙における投票区の投

票管理者として選任した者を次のとおり変更する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

 

 

投票管理者 

投票区 第６投票区 

投票所 城南小学校 

旧 

氏名 豊里 正章 

住所  

新 

氏名 池原 正直  

住所  
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期日前投票所における職務代理者の氏名等の変更について 

那覇市選挙管理委員会告示第 17 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

期日前投票所における職務代理者の氏名等の変更について  

 

 

令和２年６月７日執行の沖縄県議会議員一般選挙における期日前投票

所の職務代理者として選任した者を次のとおり変更する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

 

 

１ 投票所 第１投票所 

 

２ 変更する者 

 

（変更前） 

 日付 氏名 住所 

 ６月１日 上原 堅次郎  

 

（変更後） 

 日付 氏名 住所 

 ６月１日 下地 可苗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７６６号   2020（令和２）年６月15日 

 1064 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第 18 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定による直接請求、市町村の合併の特例

に関する法律（平成16年法律第59号）の規定による合併協議会設置の請求及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）の規定による解職請

求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。 

 

１ 地方自治法第74条第１項及び同法第75条第１項並びに市町村の合併の特例等に

関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数

の50分の１の数 

 

5,185人 

 

 

２ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項及び同法第５条第15項に規定す

る選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

 

43,206人 

 

 

３ 地方自治法第76条第１項、同法第80条第１項、同法第81条第１項及び同法第86

条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

 

86,412人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


